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当ターミナルを継続的に利用される場合、セキュリティ確保の為、予め会社の登録（会社登録）、人・車両の登

録（入構証登録申請）をして頂き入構証を発行致します。申請にあたっては、所定の「会社登録申請書」及び

「入構証登録申請書」にて登録申請をお願い致します。

1

入構証発行の流れ

入構証お引渡し

 入構証発行センター窓口での現金・クレジットカードによる

お支払い、または銀行振込でのお支払いとなります。

 銀行振込の場合、お振込手数料はお客様のご負担でお願

い致します。入金確認後、入構証をご郵送致します。

 入構証が発行出来次第、「入構証発行明細書」及び、最新の

入構証登録状況がわかる「入構証登録状況一覧」をメールに

てお送り致します。

「入構証発行明細書」、
「入構証登録状況一覧」の送付

入構証登録申請
（新規・変更・更新・再発行・削除）

【入構証各種登録に必要なもの】

所定の「入構証登録申請書」

顔写真ファイル（従業者・利用者入構証発行の場合）

身分証明書写し（従業者・利用者入構証発行の場合）

車検証記録事項写し（車両入構証発行の場合）

 メールまたは郵送（セキュリティ便）頂くか、

直接入構証発行センターの窓口にご持参下さい。

 所定の「会社登録申請書」にてお申し込み頂きます。

 登録完了後、会社ID・パスワードをメールにてお送り致します。
 初回のみご登録いただき、内容変更があれば都度ご提出いただきます。

会社登録申請
（新規・変更・削除）

※入構証の更新に関しては、有効期限終了月の前月に、会社登録を頂いている各事業者様へ都度ご案内致します。



入構証発行の注意点①
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従業者入構証 ターミナル内のテナント従業者

利用者入構証 貨物搬出入に携わるトラック運転手および他の目的で継続的に当ターミナルに立ち入る者

車両入構証 当ターミナル内へ入場する車両

小型車両入構証 テナントが使用する自転車およびフォークリフト

入構証の種類

入構証発行に必要な書類（メール、郵送、持参のいずれでも受付致します）
【入構証各種登録に必要なもの/事前に会社登録がされている必要があります】

≪従業者・利用者入構証発行の場合≫

 所定の※「入構証登録申請書」

 顔写真ファイル（データーならｊｐｇ、写真なら３×4ｃｍ以上のもの/撮影より6ヶ月以内）

⇒ 帽子、サングラス等を外して、顔を大きく、正面を向いた、カラーで撮影したものをご用意下さい（モノクロ不可）。

⇒ 顔周り（上下左右）に十分に余白をとってください。十分でない場合は、再提出をお願いすることがあります。

 身分証明書写し

⇒ 公的機関の発行した有効期限内の写真付きのもの。（運転免除証等）本籍地等の機微情報は、削除・消し込みのう
え、送付願います。

≪車両入構証発行の場合≫

 自動車検査証記録事項の写し（有効期限が確認できるもの）

※入構証申請に関する各種申請書類はＨＰに掲載しております。必要に応じてダウンロードのうえ、ご利用下さい。

⇒ 会社登録申請書、入構証登録申請書、入構証紛失届、入構証返却届

【送付を頂く際の注意点】

≪メールで送付頂く場合≫

⇒ ファイルにパスワードを設定の上、touroku@tiact.co.jp （入構証発行センター宛アドレス）まで送付願います。

≪郵送の場合≫

⇒ 郵便、宅配便各社のセキュリティ発送サービスをご利用頂き、以下まで郵送願います。

東京国際エアカーゴターミナル㈱ 入構証発行センター

〒144-0041 東京都大田区羽田空港二丁目6番3号

mailto:touroku@tiact.co.jp


入構証発行の注意点②
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新規（更新）発行手数料 破損、紛失等による再発行手数料

従業者入構証 1,100円 3,300円

利用者入構証 550円 1,650円

車両入構証 550円 1,650円

小型車両入構証 0円 550円

入構証の料金

 有効期間は発行日より3年間となります。

 紛失された場合は、「入構証紛失届」に必要事項をご記入して頂き、速やかに入構証発行センターまでご提出願います。

 退職、異動等で入構証が不要になった場合は、「入構証返却届」をご記入頂き、速やかに入構証発行センターまでご返却願います。

（郵送でのご返却も可能です。）

また、更新によって使用できなくなった入構証も「入構証返却届」をご記入頂き、速やかに入構証発行センターまでご返却願います。

 入構証の新規（更新）発行、破損、紛失等による再発行には下表の手数料（税込表示）を頂戴致します。

【お問い合わせ先】
ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせ下さい（平日9：30～16:00）。

入構証発行センター TEL：03-5757-7521 （FAX：03-5757-7510）

※入構証申請に関する各種申請書類はＨＰに掲載しております。必要に応じてダウンロードのうえ、ご利用下さい。

⇒ 「会社登録申請書」「入構証登録申請書」「入構証紛失届」「入構証返却届」
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